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1　問題の所在：0.340票差で当選

平成27年4月12日執行の相模原市議会議員選挙
で，小林丈人（民主党）は3304票，大槻和弘（無
所属）は3303.339票で，小林が最下位で当選した
と，選挙会は発表した。しかし，無効票の中から
大槻和弘への有効票と認められる一票が見つかり，
市選挙管理委員会は，同年5月24日，大槻が3304.340
票となって小林を0.340票上回るとして，大槻を
当選者に決定した。小林は反発し，神奈川県選挙
管理委員会に，審査を申し立てた①。

似たような事態は，各地で起きている。平成19
年7月1日の厚木市議会議員選挙で，井上武が
1616.059票で当選，松前進は1616票で落選と発表
され，松前は異議を唱えた②。

上記2選挙に共通するのは，同じ氏の候補者が
複数出馬したこと，そして，選挙人の中には，そ
の氏のみを書いた者がいたことである。公職選挙
法68条の2は，氏のみが書かれた票も有効とし，
氏名が正しく書かれた基礎票に応じて，按分加算
する旨を規定している。相模原市の場合，大槻和
弘の基礎票が1増えて3297になり，12の「おおつ
き」票のうち，7.340が按分された結果，合計が
3304.340になったのである（大槻研には，4.659票

が按分された）。
事態をより複雑にするのが候補者名を一部書き

誤った票や通称を書いた票で，これらは状況によ
り，有効にも無効にもなる③。その為，無効票の
中には，有効票になり得る票が交じっている可能
性が，常にある。

要するに，候補者名を自書して投票する方法が
問題なのである④。

2　提案：記号式投票の義務化

筆者は，僅少差で当落が決まる可能性が高い市
町村の選挙では，記号式（公選法46条の2）を義
務化するべきであると考えている。投票用紙の使
用を前提として，具体的に説明する。

（1）  投票方法
選挙人は，候補者名の横の欄に○をつける。候

補者名は50音順に配置する。
（2）  考察
ア 選挙人が○を所定欄に自書する場合，いろい

ろな○が出現する危険性がある。一部が欠けた
○や，◎も出て来るであろう。しかし，だから
といって，○が押せる印鑑を用意するのは，一
考を要する。印鑑を逆さまにして，頭の部分を
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押した結果，■が印字され，その票の効力が裁
判所で争われた例がある⑤。○は自書に限定し，
違反記号は無効とするのが良いと思う。

イ 記号式投票の長所は，票の按分が不要となり，
また，候補者名の書き間違いが無くなり，票の
有効性をめぐる争いが激減すると期待できるこ
とである。

他方，投票用紙は著しく大きくなり，A3判で
も，候補者名を掲載しきれないかも知れない。
この点が，記号式がこれまで，市町村議会議員
選挙（補欠選は除く）で全く利用されていない
最大の理由ではないかと，筆者は考えている。

しかし，投票用紙が仮にA3判の大きさになる
として，それが本当に好ましくないのか。投票
用紙を四つ折りにして投票箱に投じれば，投票
の秘密も十分確保できる。また，大きな投票用
紙であれば，選挙人が持ち帰ることは，できな
いであろう。現行の投票用紙は，四つ折りにす
れば，手の平の内側に隠し，投票箱に投入する
ふりをして，持ち帰ることも可能と思われる。
開票の結果，投票人数と投票数が違うことは，
稀ではない。現に，相模原市の選挙では，2票
が持ち帰られたと思われると，選挙管理委員会
が公表している⑥。こうした事態が，大型投票
用紙で解消されると，期待できる。

3　自書に起因する問題：通称や屋号等の記載

以下において，候補者名を自書する現行の投票
方法の問題点を，具体的に考察することにする。
ア 平成19年4月22日執行の青森県八戸市議会議

員選挙で，最下位当選者の豊田美好（みよ）は
1830票，次点の吉田淳一は1829.181票と発表さ
れた。問題となったのは，豊田の有効票の中に
あった「豊田みそ」と書かれた票であり，「不真
面目な票」で無効か否かが争われた。

仙台高裁は，「みそ」は「みよ」の誤記で，豊
田みよの有効票と判断し，同人の当選が確定し
た⑦。

イ 平成17年12月18日執行の徳島県鳴門市議会
議員選挙で，坂東成光が854票，明野尚文が853
票となったが，「バンド　ヒゲ」と書かれた票が

坂東への有効票とされていたため，紛争が生じ
た。明野は，ヒゲが他事記載に該当し，当該票
は無効と主張した。

しかし，高松高裁は，立候補した29名中，髭
を生やしているのは坂東のみであること，坂東
は昭和60年頃から髭を生やして理髪店を営み，
初当選した平成3年頃からは，住民，議員，市
職員らの一部から「ひげさん」と親しみを込め
て呼ばれていたこと，平成11年に板東一岳が当
選し，2人の「ばんどう」が存在するようになっ
た後には，両者を区別する為，坂東を「ひげさ
ん」と呼ぶ議員や職員が増えたこと，平成17年
の選挙で「ばんどう」候補は一人であったが，
坂東は「ひげの男坂東成光」，「ひげの坂東」と
髭を強調した選挙運動をした事実が，「ヒゲ，ヒ
ゲと，ヒゲがうるさい」旨の苦情が市選挙管理
委員会事務局に電話で寄せられたことから伺え
るとの事情から，ヒゲを坂東の通称と認め，当
該票は，バンドウのウを書き忘れて，通称のヒ
ゲを書き加えたものと解し，坂東への有効票と
判断し，1票差で坂東の当選が決まった。なお，

「板東」が12票，「坂東成光。」，「ばんろう」，「ば
んとう」が各々1票あったが，これら15票は，
全部，坂東への有効票とされた⑧。

ウ 平成16年6月20日の鳥取県智頭町議会議員の
補欠選挙で，岸本真一郎は844票，岡田和彦は
843票であった。ところが無効票の中に，「オカ
ラ」と書かれた票があり，智頭町選挙管理委員
会は，それを岡田への有効票と判断したため，
岸本と岡田が同数となった。

岸本は，オカラ票は，岸本が豆腐会社に勤務
し，工場から出る大量のオカラを買い付け，120
頭の牛の飼料にしていることは，地域住民間で
衆知であるから，むしろ岸本への票と見るべき
である云々と主張した。

鳥取県選挙委員会は，選挙人が誤って「オカ
ダ」を「オカラ」と書いたとは考えられないと
して，「オカラ」を岡田への有効票とは認めな
かった。合わせて，岡田への有効票されていた

「岡田ますみ」票も無効（俳優の名前）と判断
し，岸本が岡田を2票上回ると裁決した。岡田
はこの裁決を受入れ，岸本の当選が確定した⑨。
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エ 平成11年4月25日執行の愛媛県関前村議会議
員選挙で，松橋礼治52票，上村清司53票となっ
たが，上村の有効票の中に，「村上清司」，「㊤」
と記載された票が各々1あり，これらが無効票
であれば，松橋が当選することになる。なお，
候補者の中には，村上義弘と村上宣博がいた。

上記2票について，高松高裁は，いずれも上
村への有効票と判断した。その理由は，上村の
地元である大下島はほとんどがミカン農家で，
上村清司は収穫したミカンを運ぶキャリーやミ
カン箱に屋号の㊤を記しており，その事実は広
く認識されていたこと，島では村上という氏は
世帯の半数にのぼり，「村上清司」は上村を誤っ
て逆に書いたと考えるのが合理的と判断した⑩。

オ 平成4年4月19日の千葉県富津市議会議員選
挙で，当初，木村茂が728.414票，平野善重郎
が728.288票で，木村が最下位当選者であると，
選挙会は発表した。しかし，以下のような経緯
で，最終的には，平野が729.288票で真の当選
者となった。

市選挙管理委員会は，選挙会が無効とした「平
野善四郎」は平野善重郎への有効票である，し
かし，同会が有効とした「平野（善）」2票は，

（　）が他事記載で無効票と判断した結果，平野
善重郎の票は1.002（基礎票1，按分票0.002）
減って727.286となり，木村の当選は変わらな
いと判断した。

しかし，県選挙管理委員会は，「平野善四郎」，
「平野（善）」とも，平野善重郎への有効票と判
断し，その結果，平野は729.288票となり，平
野を当選者とした。東京高裁，そして最高裁も，
県選挙管理委員会の判断を支持し，平野が真の
当選者となった。上記概略の背後には，次のよ
うな事実があった。

選挙には，平野善重郎，良一，隆司，義夫，
藤雄の5名の平野が出馬し，「平野善四郎」と「平
野（善）」と書かれた票が問題となった（前述）。
次に，「平野としお」，「平野よお一」，「平野たけ
し」と自書された票につき，市選挙管理委員会
は，いずれも無効票としたが，県選挙管理委員
会は，各々，平野義夫，平野良一，平野隆司へ
の有効票と判断した。最後に，姓のみを記した

10票（「平野」5，「ひらの」4，「ヒラノ」1）が，
5名の平野の基礎票に応じて按分加算された。

他方，木村茂に関して見ると，選挙には，木
村茂，渡辺茂，三枝茂，中村繁の4名の「しげ
る」に加えて，相原重雄と中川重与という名の
候補者がいた。こうした中，「渡辺しげお」，「中
村しげよ」，「中川しげる」と書かれた票が各々
1あり，それらが，どの候補への票になるか，あ
るいは無効票かが問題となり，結局，順に，渡
辺茂，中村繁，中川重与への有効票となった。
次に，「茂」，「しげる」とのみ書かれた票が各々
1あった為，「茂」票は，木村，渡辺，三枝の3
名に按分加算され，「しげる」票は中村を加えた
4名に按分加算された。

以上の判断と計算を経て，最終的に，平野善
重郎729.288票，木村茂728.414票となり，平野
が0.874票，木村を上回ったのである⑪。

4　按分加算規定（公選法68条の2）の問題点

（1）  氏のみが書かれた票の按分加算については，
既に昭和35年12月14日，河村又介最高裁判
所裁判官が，痛烈に批判している。「中村長八
の総得票数は1701.855となっている。しかし
現実には，0.855と言うような票もそのような
選挙人の意思も絶対にあり得ない。・・・公
職選挙法68条の2・・・の規定の存在を許す
か許さないかは，もはや単なる立法政策の問
題として看過できることではなく，憲法違反
の故を以って無効として取扱われるべきもの
である。」⑫

（2）  憲法問題はさて置き，按分加算規定には，
常識や公選法の他の規定に照らしても，疑問
がある。

ア 得票数1701.855というのは，端的に言って，
非常識である。票を按分するにしても，それは，
整数単位で行うのが社会通念にかなうであろう。

イ 公選法36条は，一人は一票に限ることを，同
法68条1項4号は，選挙人は一候補者にしか投
票できないことを，それぞれ規定している。こ
れらの規定は，一票を細分化することを禁じて
いると解されるが，按分加算規定は，一票の一
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部はある候補者に，残りは別の候補者に投じら
れたと解するのであり，矛盾が生じる。

（3）  以上をまとめると，昭和27年に「突如とし
て」追加された按分加算規定は⑬，違憲でな
いとしても，多くの問題を内在するように思
われる。

5　結語

票の効力をめぐる論争の影響は，関係する候補
者だけに止まらない⑭。一度当選と発表された候
補者が徹底的に争えば，最高裁判所の判決まで，
その人は，議員の地位を失わない。富津市の場合，
投票日から約1年9ケ月経って平野善重郎の逆転
当選が確定し，同人の加入と木村茂の退場は，市
議会の意思決定にも，大きな影響を与えた可能性
がある。

公選法は，記号式投票を使用することを認めて
いるが（46条の2），現実において，市議会議員
選挙での使用例は，皆無である⑮。

選挙の尊厳と正統な民主政治の為には，まずは
市議会議員選挙等で，記号式投票を義務化するべ
きである⑯。

注

① 毎日新聞，2015年4月28日，25頁，5月26
日，27頁，6月11日，23頁。相模原市の件は，
後日，改めて論じたいと考えている。

② 井上・松前論争は，7月19日，14位で当選し
た男性が急死した為，松前氏が繰り上げ当選と
なり，あっけなく終了した。厚木市選挙管理委
員会，『選挙結果調』（平成20年3月），122頁。

③ 判断基準は，次のようにいえる。「投票を有効
と認定できるのは，投票の記載自体から選挙人
が候補者の何びとに投票したのかその意思を明
認できる場合でなければならない。・・・また，
投票の記載についても，ある程度の記載文字の
稚劣，誤字，脱字等が存在しても，その故をもっ
て，ただちに投票意思の明認を妨げるものとは
いえない。しかし，投票の記載によっては投票
意思を明確にしがたいものを，その記載と特定

の候補者の氏名との若干の類似性を手がかりと
して，選挙人はつねに候補者中の何びとかに投
票するものという推測のもとに，これを右特定
候補者の得票と解するような判定の仕方はにわ
かに容認しがたい。」最高裁判所昭和42年9月
12日第三小法廷判決，民集21巻7号1770頁，特
に1772頁6－14行目。

④ アメリカは移民社会であること等から，自書
は論外で，紙の投票用紙の時代には，候補者名
と所属政党が印刷され，選挙人はXを付してい
た。James Q. Wilson, American Government 
(Lexington, MA: D.C. Heath, 1989), 200頁。な
お，州によっては，立候補していない人を書き
込む（write-in）ことが認められているが，そ
の場合，選挙人は，自書することになるようで
ある。Edwin L. Jackson, et al, The Georgia Studies 
Book (Athens, Ga., Carl Vinson Institute of 
Government, University of Georgia, 2001), 390
頁。

イギリスでは，候補者名，住所，職業が投票
用紙に印刷されており，選挙人は，候補者名の
右側空欄に，Xを付けるという。スエーデンや
イタリア等においても，投票用紙には候補者名
が印刷されており，例外的に，書き込み投票が
認められている場合もあるという。中野邦観，

「主な国の選挙制度」，読売新聞社調査研究本部
編，『日本の選挙世界の選挙』（読売新聞社，1990
年），286－308頁。筆者が1987年にニュージー
ランドで見た投票用紙には，候補者名と政党名
が印刷されていた。後日，投票しない候補者名
を横線で消すという説明を受け，驚いたことを，
今でも鮮明に覚えている。以上から，我が国の
投票方法は，他の先進国では見られない独自の
ものと，筆者は認識している。

⑤ 昭和49年8月10日の新潟県佐和田町町長選挙
でのことである。判例時報824号60頁及び新潟
県報号外（昭和49年12月26日）。記号式は，昭
和42年4月28日の熊本県八代市市長選挙でも使
用され，特定候補に○を5つも付けた人や，●
を付けた人がいた。行政事件裁判例集，19巻8・
9号1463頁。

⑥ 相模原市選挙管理委員会発表資料，平成27年
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4月27日。
⑦ 仙台高裁平成19年11月22日判決書，青森県

公報，2814号（平成19年8月3日）。問題の票
は，どう見ても「豊田みそ」であり，「よ」と

「そ」では，筆の運びが明らかに異なり，「みよ」
を「みそ」と書き誤ったという判断に，筆者は
納得し得ないのである。

⑧ 高松高裁平成18年11月6日判決書，鳴門市選
管決定書（平成18年1月26日付），徳島県選管
裁決書（平成18年7月3日付）。「議会だより」66
号（平成21年3月1日発行）によれば，髭は上
唇の上全体に，整然と存在している。

⑨ 鳥取県公報，号外143号（平成16年10月13
日）。岡田が裁決を受け入れた点は，筆者の問い
合わせに対する，智頭町選挙管理委員会事務局
からの情報による。

⑩ 高松高裁平成12年2月3日判決書，愛媛県選
管裁決書（平成11年9月16日付）。

⑪ 千葉県選管裁決書（平成4年9月28日），判例
時報1487号57頁。富津市選挙管理委員会委員

長は，当時，平野一郎であった。
⑫ 民集14巻14号3037頁，特に3044頁3行目か

ら3046頁6行目。事案は，昭和34年4月30日の
横須賀市議会議員選挙である。

⑬ 同上，河村裁判官の反対意見中の3045頁11
－12行目参照。

⑭ 筆者は，問題が生じる一大要因は，啓発活動
の不備にあると思っている。啓発活動は，「忘れ
ずに投票しましょう。」ばかりで，複数の同姓候
補がいる場合に，姓だけ書いた票はどうなるの
か等は，全く選挙民に周知されていない。

⑮ 選挙時報63巻9号，60－62頁。なお，平成
27年4月12日の島根県知事選挙や同年6月7日
の青森県知事選挙は，いずれも記号式投票で行
われた。

⑯ 筆者は，電子投票が幾つかの市や町で使用さ
れているが，義務化は好ましくないと考える。
選挙人の中には，機械に恐怖感を持つ人がいる
からである。なお，国政選挙における票の効力
をめぐる争いについては，民集45巻1号1頁。

図1　有効性が争われた票

（出典） ①　仙台高裁判決書（平成19年11月22日），別紙2。②　徳島県選挙管理委員会による裁決書（平成18
年7月3日）。③　鳥取県公報，号外143号（平成16年10月13日），5頁。

① ② ③


